
 
 

 

一 

 
 

 

国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
三 

 

目
次
中
「
検
討
指
針
」
を
「
基
本
指
針
」
に
、
「
第
三
章 

国
会
等
移
転
調
査
会
（
第
十
二
条
―
第
十
九
条
）
」
を 

第
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五 

章 

国
会
等
移
転
審
議
会
（
第
十
二
条
―
第
二
十
一
条
） 

章 

移
転
に
関
す
る
決
定
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
） 

 
 
 
 
 

 
 

に
改
め
る
。 

章 

候
補
地
の
選
定
に
伴
う
土
地
投
機
対
策
（
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
）
」 

 

前
文
の
う
ち
第
五
項
中
「
そ
の
具
体
化
」
の
下
に
「
の
推
進
」
を
加
え
、
「
検
討
指
針
、
検
討
体
制
等
」
を
「
基
本
指
針
、 

移
転
先
候
補
地
の
選
定
体
制
等
」
に
改
め
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

と
り
わ
け
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
る
未
曾ぞ

有
の
被
害
の
発
生
に
よ
り
、
大
規
模
災
害
時
に
お
い
て
災
害
対
策
の
中
枢
機 

能
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
改
め
て
認
識
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

第
一
条
中
「
行
政
」
を
「
そ
の
活
動
に
関
連
す
る
行
政
に
関
す
る
機
能
」
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

二 

 
「
第
二
章 

検
討
指
針
」
を
「
第
二
章 

基
本
指
針
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条 
地
方
分
権
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
、
行
政
の
各
般
に
わ
た
る
民
間
活
動
に
係
る
規
制
の
改
善
の
推
進
、
行
政 

 

の
制
度
及
び
運
営
の
改
善
の
推
進
等
行
財
政
の
抜
本
的
な
改
革
と
的
確
に
関
連
付
け
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
か
つ
」
の
下
に
「
、
自
然
環
境
と
調
和
し
」
を
加
え
る
。 

 

「
第
三
章 

国
会
等
移
転
調
査
会
」
を
「
第
三
章 

国
会
等
移
転
審
議
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
国
会
等
移
転
調
査
会
」
を
「
国
会
等
移
転
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
中
「
国
会
等
移
転
調
査
会
」 

を
「
国
会
等
移
転
審
議
会
」
に
、
「
調
査
会
」
を
「
審
議
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
移
転
先
の
候
補
地
（
以
下
「
候
補
地
」
と
い
う
。
）
の
選
定
及
び
こ
れ
に 

 

関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
」
を
「
前
項
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
」
に
改 

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 



 
 

 

三 

 
第
十
九
条
中
「
調
査
会
の
組
織
及
び
運
営
」
を
「
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
調
査
会
」
を
「
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を 

加
え
る
。 

２ 

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ 

 

の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
現
地
調
査
を
行
お
う
と
す
る
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
地
方 

 

公
共
団
体
の
長
に
通
知
し
て
、
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
事
務
局
） 

第
二
十
条 

審
議
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
審
議
会
に
、
事
務
局
を
置
く
。 

２ 

事
務
局
に
、
事
務
局
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。 

３ 

事
務
局
長
は
、
内
閣
官
房
副
長
官
を
も
っ
て
充
て
る
。 

４ 

事
務
局
長
は
、
会
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
調
査
会
」
を
「
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。 



 

 
 

 

四 

 
第
十
六
条
第
一
項
中
「
調
査
会
」
を
「
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
調
査
会
」
を
「
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
調
査
会
」
を
「
審
議
会
」
に
、
「
三
十
二
人
」
を
「
二
十
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
に
掲 

げ
る
者
に
つ
い
て
」
を
「
国
会
等
の
移
転
に
関
し
、
行
財
政
改
革
を
含
め
た
各
分
野
に
お
い
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う 

ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に 

次
の
六
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き 

 

は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
委
員
を
任
命
す 

 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お 

 

い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら 

 

な
い
。 

５ 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 



 
 

 

五 

６ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
が
禁
治
産
、
準
禁
治
産
若
し
く
は
破
産
の
宣
告
を
受
け
、
又
は
禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た 

 

と
き
は
、
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
委
員
に
職
務
上
の
義 

 

務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
委
員
を
罷
免
す
る 

 

こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
国
会
等
移
転
調
査
会
の
報
告
の
取
扱
い
） 

第
十
四
条 

審
議
会
は
、
国
会
等
移
転
調
査
会
の
報
告
及
び
こ
れ
に
関
す
る
国
会
の
審
議
を
踏
ま
え
、
調
査
審
議
す
る
も
の
と 

 

す
る
。 

 

第
三
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
四
章 

移
転
に
関
す
る
決
定 

第
二
十
二
条 

審
議
会
の
答
申
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
国
民
の
合
意
形
成
の
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
諸
事
情
に
配
慮
し
、
東 



 

 
 

 

六 

 
京
都
と
の
比
較
考
量
を
通
じ
て
、
移
転
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
三
条 

移
転
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
踏
ま
え
、
移
転
先
に
つ
い
て
別
に
法 

 

律
で
定
め
る
。 

 
 

 

第
五
章 
候
補
地
の
選
定
に
伴
う
土
地
投
機
対
策 

 

（
監
視
区
域
の
指
定
の
特
例
） 

第
二
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の 

 

指
定
都
市
の
長
は
、
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
現
地
調
査
を
行
う
区
域
又
は
候
補
地
の
区
域
（
次
条
に
お
い
て
「
候
補 

 

地
等
の
区
域
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
地
価
が
急
激
に
上
昇
し
、
又
は
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
適
正
か 

 

つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九 

 

年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
視
区
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
規
制
区
域
に
関
す
る
配
慮
） 

第
二
十
五
条 

国
は
、
候
補
地
等
の
区
域
に
お
け
る
国
土
利
用
計
画
法
の
規
定
に
よ
る
規
制
区
域
に
関
す
る
事
務
が
円
滑
に
行 

 

わ
れ
る
よ
う
適
切
な
財
政
上
の
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 

七 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
土
地
取
引
の
規
制
に
関
す
る
検
討
） 

２ 

移
転
先
の
新
都
市
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
移
転
先
に
お
け
る
土
地
の
投
機
的
取
引
及
び
地
価
の
高
騰
が
移
転
先
の
新 

 

都
市
の
整
備
に
及
ぼ
す
弊
害
を
除
去
し
、
か
つ
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
を
図
る
た
め
の
土
地
取
引
の
実
効 

 

あ
る
規
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

３ 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
第
十
九
号
の
九
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
九
の
十 

国
会
等
移
転
審
議
会
委
員 





 
 

 

九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

国
会
等
の
移
転
の
具
体
化
に
向
け
た
検
討
を
進
め
る
た
め
、
移
転
先
の
候
補
地
を
選
定
す
る
審
議
会
を
設
置
す
る
と
と
も 

に
、
候
補
地
の
選
定
に
伴
う
土
地
投
機
対
策
に
つ
い
て
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由 

で
あ
る
。 





 
 

 

一
一 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
初
年
度
約
二
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


